[image: image4.png]


　星野公平ニュース

Ｎｏ．１６０　　２０１２年　５　月　１７　日

発行　星野公平　　(日本共産党桑名市議団) 
住所　桑名市立花町１－１４－７　電話　２２－２９７５
「一体改革」法案審議入り、徹底審議で廃案に！！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ消費税増税を柱とする「社会保障と税の一体改革」の関連７法案(裏面参照)が８日の衆院本会議で審議入りしました。野田首相は消費税増税に政治生命をかけて、今国会で成立強行の姿勢です。（共通番号制関連３法案と国民年金法改定案の４つは別に審議）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ８日は、厚生年金（サラリーマンなど）と共済年金（公務員など）の一元化法案、消費税増税と引き換えにごく一部の低所得者に月６千円の年金加算を行うなどの年金「機能強化」法案の趣旨説明と質疑が行われました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ日本共産党は、過去の物価下落分を口実にした年金削減については、年金生活者の生活実感とかけ離れているとして中止を求めるとともに、すべての人に基礎年金満額の半分を国が保障することを提起しました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ１０日は、保育園の株式会社の参入を認め、保育園と幼稚園の機能を併せ持つ「総合子ども園」を新設するなど、子ども・子育て新システム関連３法案の趣旨説明と質疑が行われました。(裏面参照)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ日本共産党は、新システムは保育も金次第になる市場化を進めるもので、待機児童解消のためには、民営化や要件緩和でしのぐのではなく、必要な認可保育所をつくるべきだと主張しています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ１１日は、野田内閣が社会保障改悪とセットで狙う消費税増税法案（消費税率を２段階で１０％に引き上げる）が審議入りしました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ日本共産党は、民主党が２００９年の総選挙公約で「４年間上げない」としていたのに「国民に対する裏切り行為だ」とし、「消費税は最悪の欠陥税制だ」、「生活費に課税しない」という税制の原則に反して低所得者ほど負担率が重くなる「逆進性」をもっており、中小企業が価格に転嫁できない問題も何も解決していなく、「安心どころか不安はつのる一方だ」と批判しています。　　　　　　　　　ｐ消費税増税と年金削減や保険料引き上げを合わせると年間２０兆円もの負担増になり、「日本経済を重大な危機に突き落とす」と指摘し、消費税に頼らず、無駄削減と大企業・富裕層への応分の負担で財源を確保して、社会保障を充実させ、人間らしく働けるルールを確立することを主張しました。
「ルールある経済社会」と「自主・自立の平和外交」
世界の動きがわかる「しんぶん赤旗」をお読みください

日刊紙　月３４００円　　日曜版　月８００円

桑名市議団 星野公平のＨＰは　   http://hoshino.jcpweb.net/
ご意見をお寄せください　ＦＡＸは２２－３０２８　（星野）　　　
突然　「まちづくり懇談会」　て何？
桑名市では５月末から７月上旬にかけて「まちづくり懇談会」を予定しています。内容は、各地区の自治会長と市長・市幹部との意見交換会との事です。市内１８ヶ所（旧桑名市内は小学校単位で大山田地区は２分割、多度・長島は各１ヶ所）で開催し、市からは新病院の整備、介護保険、総合計画の後期計画を説明し、各地区の課題を１つ取り上げて懇談する予定です。これは、議会で約束していた市民に新病院建設内容や介護保険料の値上げについて説明すると言っていた事の変形で、自治会長に限定して行うとするものです。桑名市の自治会組織には特殊性があり、これを市長が政治的に利用（？）しようとする事には問題があります。また、一般の市民にちゃんと説明し、その声を真摯に聞こうとする姿勢が市には伺えません。

５月臨時議会　４議案中、３議案に反対。
＊桑名市市税条例と桑名市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定（固定資産税の値上げにつながる）の２議案に反対した理由は、
１、 市民に税制改正について、説明責任を果たしていない事。（既に徴収済み）
２、 一部の人（２８％）への増税に反対である。
＊訴えの提起について（社会福祉協議会への補助金を是とする）の反対理由は、
１、 裁判所の判決の様に今回の補助金支出は明らかな違法な支出であり、桑名市が主張する社協の公益性や財政問題などは正当性がない。
２、 いくら費用がかかるか分からない控訴は止めるべきです。
　社会福祉協議会の役割は充分に認識していますが、桑名市は余りにも社会福祉協議会に仕事を押し付けています。

障害福祉サービスで交通費の一部を負担

桑名市では、障害福祉サービス（重度訪問介護）のなかで、提供地域外の事業者の利用に対して交通費を助成する事業が今年度の予算の中で認められました。これは、市内に在住する重度の難病患者で、市内で訪問介護のサービス提供者（事業所）が見つからない場合に、交通費の一部を負担し、経済的負担を軽減して患者の福祉の増進を図ろうとするものです。早く市民に知らせることが大切です。
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「稼働ゼロ」から「原発ゼロ」へ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ｐ北海道電力の泊原発３号機が停止し、全国に５０基（福島の４基は既に廃炉に）ある原発がすべて停止しました。これは、福島原発事故以来１年余りにわたる「原発ゼロ」を目指す国民世論と運動の反映です。これからは「稼働ゼロ」から更に「原発ゼロ」の日本を目指し、政府に決断を迫っていく必要があります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ全ての原発が停止のままで、この夏の電力ピークを乗り切ることができれば、原発なしでもやっていけることが証明されるので、政府は何としても再稼働したいと躍起になっています。しかし、未だに福島県内に１６万人が避難し、県外にも６万人が避難したままです。このことは、原発が日本社会と共存できないという原発事故の異質な危険性を浮き彫りにしています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐところが政府が今やろうとしているのは、原因究明も、安全対策も、避難計画もない“ないないづくし”での再稼働であり、国民の世論と安全性を無視したものです。政府が電力不足を脅しに再稼働を迫っているのは、国民の命と天秤にかけることで言語道断です。電力不足の根拠も曖昧で需要予測も過大であり、可能な節電の努力や代替策を積極的にとらないまま、再稼働を押し付けるやり方は許されません。政府が再稼働を強引に迫るのは、財界の思惑と軌を一にしたものです｡枝野経産相が福井県で、日本経団連の提言に沿って原発を「基幹電源」と位置づけ、再稼働を要請したことは、財界いいなり、国民の安全無視で再稼働に突っ走ろうという暴挙です。

日本の原発は、戦後のアメリカの戦略だった
憲法の根本精神は「lifeの尊重」にある。福島原発の爆裂は、政府・東京電力のずさんでlifeを無視した原発管理が生み出した人災です。原爆も原発も同じ原子力の利用ですが、被爆国日本においては「原爆は絶対いやだ」が、「原発なら電力供給なので良い」という国民意識を作り出す用意周到な仕掛けがあった。

【原爆も原発もアメリカの覇権手段】１９３８年１２月ドイツで核分裂によって巨大なエネルギーが得られる事が発見される。３９年９月ドイツ軍兵器局で開発研究に着手する。アメリカではマンハッタン計画。４５年７月ドイツは開発できずに終戦。アメリカは原爆実験に成功し、８月日本に最初の原爆を投下する（戦後の世界でアメリカが覇権を得るため）。４９年８月ソ連が核実験に成功。５３年１２月アイゼンハウアー米大統領「平和のための原子力」を提示。５４年１月アメリカが原子力潜水艦を完成させる。

【対米追随の日本原発政策】５４年３月ビキニで水爆実験、第５福竜丸が被爆する。３・１ビキニデ―は原水爆禁止運動を一気に高揚させる。（ビキニ事件から３週間後）アメリカで日本に実験用原子炉を提供する案が出される。中曽根康弘が中心になって原子炉築造予算（２３５百万円、ウラン２３５と同数字）を可決。こうした動きに危機感を持った科学者の伏見康治らの提案で原子力研究の「公開・民主・自主」という３原則を採択する。５５年１１月日米原子力協定を調印。日本財界の圧力があり、読売新聞社主の正力松太郎が旗振り役となり、原子力平和利用博覧会を開催（日本には毒を持って毒を制すると言う諺があるが、原爆反対を潰すには原子力平和利用を謳い上げることが必要）。５５年１２月原子力基本法成立、「公開・民主・自主」の原則は「自主・民主・公開」の順に（公開が最後に）。５６年１月原子力委員会設置、５年後に原発を建設すると明言する。５６年４月原発行政推進官庁として科学技術庁を設置する。この時期に日米安保体制・自衛隊が発足し、明文改憲をめぐる動きがおこる。
【原発利権体制の形成】６０年着工し、７３年までに４基建設（日本が地震国である事が開発を逡巡させていた）。７３年１０月石油ショック、１２月石油危機で原発の必要性が明白になったと田中角栄。７４年電源３法成立。「電源開発促進税法」は、原発推進の財源を国民が支払う電気料金に上乗せする法律。「発電用施設周辺地域整備法」は、この財源を使って、原発を誘致する自治体に莫大な交付金・補助金を支給する仕組みを作るもの。「電源開発促進対策特別会計法」は、同じ財源を使って、これを経産省と文科省の所管として、原発の研究・開発・促進にあて、原子力村と呼ばれる特異な利益集団を作り上げる。原発の設置・推進と安全管理が同じ役所で行われる事がこの時にできた。原発の数は、７３年４基、７６年１２基、８１年、２２基、２０１０年には５４基に増殖する。

【核武装の潜在的可能性】日本の原発の特異性として、日本核武装の可能性を潜ませているプルトニウムの保有の問題もある。

【ドイツの原発政策転換】ドイツでは原爆も原発も同じ原子力（Ａtomkraft）として受け止められていた。導入はオイルショック後の１９７５年から。市民が疑念の対象にしてきた。エネルギー政策は平和政策でなければならない。かっては原発導入に傾いたが、福島事故が政治的激震をもたらし、３・１１後のドイツ各州議会選挙や「倫理委員会」報告書（原子炉事故が日本の様なハイテクの国で起こった。短期的利益で未来の何世代にも負担を強いるような決定は、社会が責任を負って制止すべきである）で政策転換する。ドイツではチェルノブイリ・福島の事故が大きく影響し、原発を平和利用と手放しに受け止めない、熟議の民主主義がある、人々の生命・生存・生活を守るのが政治の任務だとういう考えがあった。
（「前衛」２０１２年４月号に掲載された森英樹氏の「憲法の眼で３・１１後の現在を診る」の原発関連
記事中「憲法精神から原発問題を読み解く」より要約。）[image: image3.png]
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